
feel so good !!
暮らして満足　訪ねて納得　自然と笑顔になれるまち

第２次日光市総合計画 前期基本計画
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まちづくりの重点施策一覧表 
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•••まちづくりの重点施策••• 
 

    

人口減少対策〜S UKIDESU(好きです)日光〜 

    

S  U K I De Su 
    

育てる日光 産む日光 来る日光 生きがいを 

持てる日光 
出会う日光 住む日光 

ま
ち
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①生涯学習    

◎ 
  

  
②学校教育 ◎ ◎     

第 1 節 
未来を拓きこころを育む、 ③家庭教育 ◎ ◎     

教育のまちづくリ ④社会教育 〇  〇 ◎   

  
⑤文化財•文化芸術   ◎ ◎ ◎  

  

⑥スポーツ 〇  ◎ 〇   

  
①地域福祉      ◎ 

  
②人権尊重 〇      

第 2 節 
健やかで人にやさしい、 ③子育て支援 ◎ ◎     

福祉と健康のまちづくり ④高齢者福祉    ◎  ◎ 

  
⑤障がい者福祉    ◎  ◎ 

  
⑥保健.医療 〇 ◎    ◎ 

  
①観光   ◎  ◎  

第 3 節 
魅力と活力にあふれる、 ②農林水産業   ◎   ◎ 

産業のまちづくり ③商工業   ◎   ◎ 

  
④雇用•労働 ◎  ◎ ◎  ◎ 

  
①都市基盤整備   〇  ◎ 〇 

 

快適で住みよい、 

居住環境のまちづくり 

②道路•河川   〇  ◎ 〇 

第 4 節 ③住宅.住環境     ◎ ◎ 

 
④上下水道      〇 

  
⑤公共交通   〇 〇 ◎ ◎ 

 

暮らしを支える、 ①防災.危機管理      ◎ 

第 5 節 安全•安心の ②消防•救急 〇     ◎ 

 まちづくり ③防犯•交通安全•消費生活    〇  ◎ 

 

自然と共生する、 環境のま

ちづくり 

①自然環境   〇  ◎ ◎ 

第 6 節 ②廃棄物   〇   ◎ 

 
③地球温暖化対策      ◎ 

ま
ち
づ
く
り
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第 1 節 
ふるさとへの愛着と誇りを育む、 

シティプロモーションの視点 

  

◎ ◎ ◎ 〇 

第 2 節 市民と行政が共にあゆむ、協働の視点   〇 ◎  〇 

第 3 節 
地域の特性を活かした拠点を結ぶ、 

まちづくりの視点 

  

〇 ◎ ◎ 〇 

第 4 節 女性が輝き活躍する、社会づくりの視点 ◎ 〇  ◎ 〇  

第 5 節 世界に飛翔(はばた)く、国際化の視点   ◎  ◎ 〇 

第 6 節 健全な行政経営を確立する、行政改革の視点    ◎   

 
第７節 「新たな日常」の確立に向けた、感染症克服の視点 〇 〇 〇   〇 

第８節 総合計画の着実な推進の視点       

 
※各分野において、該当する項目は実施計画で位置付けていきます。 
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２. 商業環境の整備
 ■既成市街地の活性化
 　空き店舗対策やイベント開催の支援により、地域の特色を活かした市街地の活性化に努めます。

 ■中心市街地の活性化
 　地元商店街やまちづくり団体等と連携し、集客拠点施設来訪者の周辺への回遊性を高め、中心市街地
 の活性化を図ります。

３. 他産業との連携の強化
 ■市内産業及び商品のブランド力向上
 　他市町村との差別化を図り、優位性を発揮するため、市内産業及び商品のブランド価値の向上に努め
 ます。

 ■他産業との融合・連携の強化推進
 　農商工観連携による新商品開発等、多様な産業間の連携により、地域の特色を活かした産業の活性化
 を図ります。

４. 中小企業などの経営基盤の強化
 ■制度融資の充実
 　中小企業振興資金融資制度の充実と、利用の促進を図ります。

 ■創業支援
 　商工団体による起業者の育成に向けた取組を支援し、経営基盤の強化を図ります。

５. 卸売市場機能の保全
 ■市場機能の維持
 　市場が担う食料品の流通機能を維持することにより、市民生活の利便性の確保に努めます。

６. 産業基盤の整備
 ■企業誘致・定着活動の推進
 　工場適地への企業誘致の促進、立地企業の産業活動条件の改善を推進し、一層の工業の振興を図りま
 す。

 ■製造業等の育成･支援
 　工場の新増設に対する助成制度の拡充など、製造業等の育成･支援に努めます。

７. 地場産業・伝統工芸などの育成
 ■地場産業・伝統工芸などの育成
 　地場産業・伝統工芸などの一層の振興に加え、新たな資源の発掘や既存施設のさらなる活用などに努
 めます。































４．上下水道
第４節　快適で住みよい、居住環境のまちづくり
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　上水道は、良質で安全・安心な水の安定供給を維持するために、水道施設の整備改善と統廃合を行い、
社会・経済の動向や水需要の変化を踏まえた、健全な経営に努めます。
　下水道は、快適な生活環境づくりや河川などの公共用水域の水質保全など、今日の市民生活に欠くこ
とのできない重要な施設であり、公共下水道事業の健全財政を維持し、効率的な施設整備と維持管理に
努めるとともに、浄化槽設置整備事業の充実とその普及促進に努めます。

施策の目標

現状と課題
○　上水道は健康で文化的な市民生活を支えるばかりでなく、社会・経済や各種産業の維持向上を図る
　うえで、必要不可欠な事業であります。そのため、水需要動向に留意し、計画的かつ効率的な施設整
　備・維持管理を行い、安全・安心な水道水の安定供給に努める必要があります。

○　良質で安定した水源を確保するとともに、水道水の有効利用を図るために、漏水対策をさらに進め、
　節水に対する普及啓発や意識の高揚に努める必要があります。

○　少子高齢化による給水人口の減少傾向は、有収水量の減少、ひいては水道料金収益の減少に直結し、
　今後、益々厳しい事業経営が予想されます。水道事業は独立採算制に基づく公営企業であることから、
　経営管理の適正化・合理化を図り、財政基盤の確立に努める必要があります。また、受益者負担の公
　平性や財源を確保する観点から、効果的な未収金対策を講じる必要があります。

○　災害などの非常時にも安全・安心な水を安定して供給することが必要なことから、非常時への対応
　に取り組む必要があります。

○　下水道は、美しい自然と快適で衛生的な生活環境を守るために欠くことのできない重要な施設であ
　ることから、計画的な施設の整備、さらには事故の未然防止やコスト縮減の観点から計画的かつ効率
　的な維持管理に努める必要があります。

○　下水道の役割や重要性を継続的に啓発するとともに、すでに整備されている地区の未接続世帯に対
　する下水道接続の促進と、新たに整備する地区における下水道接続への普及啓発を図る必要がありま
　す。

○　下水道整備計画区域外については、単独処理浄化槽や汲取り便所が多数設置されていることから、
　積極的な合併処理浄化槽の普及拡大に努める必要があります。

○　人口減少等による使用料収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など厳しさを増す
　経営環境を踏まえ、経営基盤の強化や財政マネジメントに的確に取り組むために地方公営企業会計
　（※１）に移行する必要があります。

　（※１）地方公営企業会計：従来の官公庁の会計処理方法は「現金主義・単式簿記」ですが、地方公営企業会計は「発生主義・複
　　　　  式簿記」となります。























































































〇 ICT (SK4)を活用した情報化の推進については、「第2次電子自治体推進計画」に基づき各種施策を 展

開してきましたが、導入に至らない事業やそれらに替わる新しいシステムも存在します。

このように、ICTの分野は日々の進歩が著しいため、新しいシステムを活用した業務の効率化を図 る

と共に、運用経費の削減を図る必要があります。

また、マイナンバー制度(※幻の効果的な活用を図るなど、さらなる市民生活の利便性の向上に努 め

る必要があります。

(«1)合併算定替：合併に伴い激変する交付税額を緩和することを目的に、合併した市町村が、合併しないで存続した時の地方 交付税を下

回らないように保証する制度。合併後1〇年間継続され、その後の5年間で段階的に縮減されていき、15年 後には合併自治体が本

来もらうことができる交付税額に移行する。

(※之)新公会計制度：民間企業と同様に、資産や負債などの管理を充実させるため、「複式簿記」、「発生主義」を採用し、財務 書類4

表(貸借対照表.行政コスト計算書.純資産変動計算書.資金収支計算書)を作成する制度。

ぼ3) OJT (On the Job Training):職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し、具体的な仕事を通じて、業務処理能力や力量を育 成する研修。

人材育成の中で最も有効であるとされている。

(※斗)ICT (Information and Communication Technology):情報通信技術。

ぼ5)マイナンバー制度：国民一人ひとりに12桁の番号を付番することにより、社会保障、税、災害対策の分野で個人の情報 を適切かつ効

率的に管理し、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平公正な社会を実現するための社会基盤。

施策の方向

1. 行政改革の推進

■効率的な行政経営システムの構築
限られた財源•人材を有効に活用し、より質の高い行政サービスを提供するため、PDCAサイクルに 基

づく成果志向の行政評価システムによる改革•改善を進め、より効果的で効率的な行政経営システム を構

築します。

■民間活力の活用
民間のノウハウや専門性などを活かせる分野においては、積極的に民間活力の活用を図り、市民ニー ズ
を反映したサービスの向上と効果的な行政経営を推進します。

■事務事業の適正化
事務事業の適正化を図るため、行政手続や内部事務の見直しを進め、行政事務の合理化を推進します。

2. 財政の健全化

■歳入の確保
財政基盤を確立するため、市税をはじめとした自主財源の確保に努めます。

■歳出の削減
合併算定替終了の影響を見据え、総合的な分析に基づき既存事業の見直しを行い、事業費総額の圧縮 を
図ります。

■市債残高の圧縮と公債費の削減
市債の発行は、後年度の財政負担を考慮しながら計画的な活用に努め、市債残高の圧縮と公債費の削減を図り
ます。
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3. 新公会計制度導入及び活用

■新公会計制度導入及び活用
新公会計制度を導入し、市有財産の資産価値や運営コストを明確化し、総合的に評価

することで、市 有財産の処分、更新、維持コストの削減を推進します。

4. 公共施設マネジメントの推進

■公共施設マネジメントの推進
「公共施設マネジメント計画」に基づく施設の長寿命化や再編に取り組み、市民の利

便性の維持•向 上を図りつつ、将来を見据えた施設の適正配置を推進します。

5.組織力の強化

■組織力の強化
市民サービスを充実させていくための組織体制や職員の資質向上を目指すとともに、すべての職員が

組織の目標を共有し、達成するため、部長マニフェストを核とした業績評価制度の確実な推進を図りま

す。

■人的資源の最適化
後期基本計画の確実な実行や効率的で持続可能な行政経営を行うために、組織体制を見直し、事業量に
応じたメリハリのある職員配置を行うことで、人的資源の最適化を図ります。

6.人材の育成

■人を育て、活かす仕組みの構築
OJTを強化するための職場環境づくりや職員個々の能力に応じた研修体系の構築に取り組むとともに、

人事評価制度を確実に実施していきます。

■ワーク•ライフ•バランスの推進
次世代育成対策推進法に基づく特定事業主行動計画を推し進めるとともに、職員の健康管理を支援す

る仕組みの充実を図っていきます。

7 .ICTを活用した情報化の推進

■地域情報化の推進
行政手続きの電子化など、ICTを活用し、市民生活の利便性や質の向上を目指すとともに、市民相互 •

市民と行政のコミュニケーシヨンを活発にし、地域の活性化を図ります。

■庁内情報化の推進
安全な情報管理のもと、ICTを活用し、行政事務の効率化と費用対効果の検証によりコスト削減を図

るとともに、様々な業務システムを連携することなどにより、多様化する市民ニーズに対応できる電子

自治体の推進に努めます。

■マイナンバー制度への対応
事務の効率化や、市民の負担軽減を図るため、庁内システムや情報提供ネットワークシステムを利活

用した独自利用を検討します。
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第７節 「新たな日常」の確立に向けた、感染症克服の視点

感染症克服

-施策の目標-

「新たな日常」の確立に向けた感染症への対応

ＷＩＴＨコロナ時代におけるウイルスとの共存をひとつの契機と捉え、「新たな日常」の確立に向けた
感染症への対応として、「感染予防と感染拡大の防止」、「持続可能な社会経済活動」の両立に向けた対
策を推進します。
また、「新しい生活様式」等を実践した上で、人と人とのつながりを大切にし、温もりある地域を守り

育てるための体制づくりに努めます。

現状と課題

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大という未曽有の危機が発生して以降、「新型コロナウイルス感染症
対策に係る日光市の基本的対応方針」を策定し、全庁的に取り組んできました。

今回のコロナ禍は、近年稀にみる大規模災害とも言われ、日光市においても様々な面において大き
な影響を及ぼしています。

このため、感染状況に伴う、国・県の動向を注視しながら、「感染予防と感染拡大の防止」、「持
続可能な社会経済活動」の両立が求められており、「新たな日常」の確立に向けた感染症への対応が必
要です。

〇 これらを踏まえた感染症への対応を推進していくためには、子どもから高齢者までの市民をはじめ、
日光市を訪れる観光客などを含めた、全ての人々が安心して安全に過ごす環境づくりが求められており、
市民の生命と健康を守る取組を推進した上で、市民の暮らしや市内経済を支援していくことが必要です。

〇 「新しい生活様式」等を実践した上で、人と人とのつながりを大切にしながら、温もりある地域を守
り育てていくための体制づくりが必要です。

施策の方向

1.市民の生命と健康守る

■市民への対応
機会を捉え、子どもから高齢者まで、感染症を正しく知って正しく防ぐための意識・

実践の向上に向けた情報発信に努めるとともに、国・県の動向を踏まえた上で、感染予
防と感染拡大の防止に向けた、きめ細かな取組を適切に行います。
また、感染者や医療従事者等に対する人権への配慮に向けた取組を行うとともに、感

染症への対応の中で生じる様々な社会課題に適切に対応します。
■事業者への対応
職場内や集客の受入れなどにおける適切な感染予防と感染拡大防止策の実践に向け、

事業者に対する周知啓発を行います。
また、日光市の特性である観光振興をはじめ、持続可能な社会経済活動に向け、観光

協会や商工会議所等と連携し、市民の安心だけでなく、観光客が安心して日光市に訪れ
ていただけるための取組を推進します。
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■市の業務全般における感染予防対策
庁舎や公民館、体育館などの公共施設において、施設に応じた対策を講じるとともに、

利用者に対し、感染予防行動の実践を促します。
イベント・会議等においても、栃木県の指針等に基づき、実施する際には、感染予防

対策を講じるとともに、参加者に対し、感染予防行動の実践を促します。
■感染拡大時の対応
栃木県が示す「新型コロナ警戒度基準」による警戒度の状況に応じた行動基準等に基づ
き、適切に対応します。

2. 市民の暮らしを支える
■安全・安心に暮らすための施策展開
これまで取り組んできた施策の効果も踏まえ、子どもから高齢者まで、教育や日常生

活などにおいて、暮らしを豊かにするために必要な施策を展開します。
また、市民等が自ら実践する取組を支援します。

■新たな地域づくりに向けた取組
新たな日常の中で、感染予防対策として、身体的・物理的距離を置きながら、人と人

とのつながりを大切にした地域社会を構築するため、新たな地域づくりに向けた、ガイ
ドラインの作成や、地域を支える仕組みづくりの検討を進めます。
また、これらの実践により、新たに生じてきた、「新しい働き方」や「ふるさと回

帰」等との連動を図ります。

3.市内経済を支援する

■国・県の緊急経済対策
国・県の緊急経済対策について、随時、情報を収集し、効果的な実施及

び情報提供を行います。
■日光市の独自施策

厳しい財政状況の中、国の交付金や日光市新型コロナウイルス感染症対
策応援基金などの財源を有効に活用し、これまで取り組んできた施策の効
果も踏まえた上で、日光市の独自施策を展開します。
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第８節 総合計画の着実な推進の視点

総合計画の着実な推進

-施策の目標-

計画的にまちづくりを進める視点を持つ

日光市の都市像「feel so good!!暮らして満足 訪ねて納得 自然と笑顔になれるまち」の実現に向 け、

前期基本計画に掲げた「まちづくりの基本施策」などを具現化するため、実施計画等により成果指 標や

主要事業の進渉管理を適切に行います。

現状と課題

〇 市制施行から1〇年が経過し、合併当初は非常に厳しいものであった財政状況は、第1次総合計画 や行

政改革プラン、集中改革プランの着実な推進などによって、安定した市政経営を行える状況とな って

います。しかしながら次に掲げる課題に対応するため、第2次総合計画を基本とした市政経営を 推進し、

きめ細かな市民サービスの向上や行政の効率化を図っていく必要があります。

•従来から日光市が抱える、人口の減少や少子高齢化の進行

•市町村合併に伴う財政支援の終了や地方創生などの、日光市を取り巻く社会情勢の変化 •市民ニー

ズの高度化、多様化への対応

〇 第2次総合計画基本構想に「まちづくりの重点施策」として位置づけた「人口減少対策」について は、

4つの柱(①定住促進対策②雇用対策③少子高齢化対策④交流人口の拡大)の着実な効果 の発現を図るた

めに、「まちづくりの基本施策」「まちづくり推進の視点」の実効性を実施計画や予算 編成で担保し、

各施策分野における個別計画の推進が必要となります。

〇計画期間内での各種施策の円滑な推進を図るためには、計画の進渉管理を適切に実施するとともに、

必要に応じて行政評価などに基づく施策内容の見直しなどを検討する必要があります。

施策の方向

1.計画行政の推進

■前期基本計画の一体的な推進
前期基本計画に掲げた施策分野の着実な推進を図るため、向こう2年間の主要施策についての実施計 画

を策定し、一体的•有機的な予算編成を進めるとともに、庁内各部局間の横断的な連携を強化します。

■日光市まち•ひと•しごと創生総合戦略との連携
「まちづくりの重点施策」の人口減少対策の着実な効果を発現させるため、「日光市まち•ひと•しご

と創生総合戦略」と相互に連携を図ります。

■個別計画の策定
各種施策の実効性を担保するため、各施策分野に必要な個別計画を検討して策定します。

■前期基本計画の周知
前期基本計画の市内外への周知や各種施策の市民への理解の促進を図ります。
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